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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第81期
第１四半期
連結累計期間

第82期
第１四半期
連結累計期間

第81期

会計期間
自  平成23年４月１日

至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日

至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日

至  平成24年３月31日

売上高 （百万円） 27,354 36,633 122,478

経常利益 （百万円） 1,762 1,834 6,012

四半期(当期)純利益 （百万円） 777 914 4,221

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,657 2,112 4,665

純資産額 （百万円） 20,467 25,021 23,266

総資産額 （百万円） 73,216 80,675 77,085

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

（円） 20.40 24.00 110.82

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 23.5 26.1 25.9

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額につきましては、希薄化効果を有する潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　
　
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

　
(アジア)

広州河西汽車内飾件有限公司（中国、広州市）及び海南鈞達汽車飾件有限公司（中国、海口市）との合弁

により、平成24年４月に開封河西汽車飾件有限公司を新規設立しております。

　
この結果、平成24年６月30日現在では、当社グループは、当社、子会社16社、関連会社５社により構成され

ることとなりました。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループ（当社及び連

結子会社）が判断したものであります。
　

(1)  業績の状況

当第１四半期連結累計期間における世界経済動向は、米国経済については回復過程ながら雇用回復の

鈍化も見られ、景気減速も懸念されています。欧州経済につきましても通貨ユーロへの信頼感が揺らい

で先行き不透明感が一層増しています。国内経済は東日本大震災の復興需要、米国・中国等の海外経済

の影響を受けて景況感は改善してまいりましたが、欧州債務危機による警戒感は根強く、円高懸念も

あって、力強さを欠いた景気回復となっています。

当社グループの関連する自動車業界では、米国景気の緩やかな回復により、米国自動車販売では底堅

い回復基調が続きました。一方、欧州では需要環境として厳しい状況が続き、総じて販売が低調な推移が

続いています。国内においては新車購入補助金制度と各社の新車投入もあって、円高による輸出採算悪

化はあるものの生産水準の回復傾向が見られました。

このような事業環境の中で、当社グループではグローバルな自動車内装部品メーカーとしての地位を

確立すべく、品質の確保、生産性向上と原価低減活動の推進、製品開発力・技術力の強化を図り、海外を

含む事業展開を積極的に進めてまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は366億33百万円と前年同四半期比92億78百万

円の増加（+33.9％）、営業利益は15億55百万円と前年同四半期比２億４百万円の減少（△11.6％）、

経常利益は18億34百万円と前年同四半期比71百万円の増加（+4.0％）、四半期純利益は９億14百万円

と前年同四半期比１億37百万円の増加（+17.7％）となりました。

　
セグメントの業績は次のとおりであります。

（日本）

東日本大震災及びタイの洪水の影響を受けた完成車メーカーの生産は回復傾向にあり、売上高は141

億32百万円と前年同四半期比37億57百万円の増加（+36.2％）となり、セグメント利益は５億９百万円

と前年同四半期比４億28百万円の増加（+527.8％）となりました。

（北米）

米国経済の緩やかな回復等により、売上高は156億31百万円と前年同四半期比40億44百万円の増加

（+34.9％）となりましたが、新車立上げに伴う開発費の負担に加え生産準備費用の負担もあり、54百

万円のセグメント損失（前年同四半期は８億52百万円のセグメント利益）となりました。

（欧州）

主要得意先の順調な販売の影響を受けて、売上高は32億24百万円と前年同四半期比６億84百万円の

増加（+26.9％）となり、セグメント利益は４億20百万円と前年同四半期比78百万円の増加

（+23.0％）となりました。
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（アジア）

主要得意先の中国・アセアン市場での好調な販売から、売上高は36億44百万円と前年同四半期比７

億92百万円の増加（+27.8％）となり、セグメント利益は６億76百万円と前年同四半期比１億41百万円

の増加（+26.5％）となりました。

　
(2)  事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

また、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等（会社法施行規則第118条３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　
会社の支配に関する基本方針

① 当社グループのめざすべきもの

当社は昭和21年に事業を開始して以来、自動車産業の発展と共に技術開発や生産システム作り、人材

開発に積極的に取組み、自動車内装部品の研究開発、製造、販売におけるトップメーカーとしての地位

を築いてまいりました。

当社グループは長期ビジョンとして「エクセレントカンパニーの確立」の理念のもと、グローバル

市場における自動車内装部品企業としての地位を確立すべく、製品開発力・技術力の強化を図り、海外

を含む取引先への拡販を積極的に進めております。

これら高い技術と共に、最高の品質と価格競争力をもった製品をグローバルに供給することによっ

て、取引先に満足していただくとともに、環境への影響を十分配慮した製品造りを通じて、社会に貢献

できる収益力ある企業であることが、当社グループのめざすべきものと考えております。

創業以来培ってきた高い志に基づく経営理念、品質、技術、そして企業文化を共有する人材という有

形無形の財産が、当社グループを継続的に発展、ひいては、広く社会から信頼される企業へと導き、企業

価値・株主共同の利益確保・向上を可能にするものと考えております。

② 基本方針

当社は上場会社である以上、原則として、株主は株式の自由な取引を通じて決まるものであり、当社

自身の判断で定めるべきではないと考えております。従いまして、大規模買付行為の提案に応じるか

否かについても、あくまで、最終的には個々の株主の意思に基づき行われるべきものと考えておりま

す。

また、大規模買付行為が提案された場合、当社グループの企業価値に与える影響、大規模買付行為の

目的や買付後の経営方針等の情報が十分に株主に提供されるとともに、適切に判断する為の時間が十

分確保されるべきであると考えております。

株主の大規模買付行為を行う者の中には、短期的利益を獲得することのみを目的とする者もおり、

当社グループの企業価値・株主共同の利益を毀損させる恐れが生じることもあり得ます。大規模買付

行為により当社グループの財務及び事業の方針の決定を支配するということは、すなわち、当社グ

ループの経営理念、企業文化、或いは将来のビジョンを理解し、企業価値・株主共同の利益の向上と社

会的貢献に継続的に取組む責務を有するものであると考えておりますが、このようなことを理解せ

ず、当社グループの企業価値・株主共同の利益を毀損させるような大規模買付行為を行う者は、当社

グループの財務及び事業の方針を支配するものとして不適切であると考えております。

③ 企業価値・株主共同の利益向上への取り組み

当社グループでは、企業価値・株主共同の利益向上への取り組みとして、以下の通り、中期経営計画

に基づく各施策と、コーポレート・ガバナンスの枠組みに基づく透明性の高い企業運営を行っており

ます。

イ) 中期経営計画に基づく取組み

当社グループは「エクセレントカンパニー」という理念のもと、グローバル市場での自動車内装

部品企業としての地位を確立すべく、中長期の計画を策定し、企業価値向上の為の諸施策を実施して

おります。
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ロ) コーポレート・ガバナンスの取組み

当社グループは、法令等を遵守し、事業等に関するリスクをコントロールしつつ、自律型・高収益

企業としての地位を確立することをめざしております。その為のコーポレート・ガバナンスの取組み

として、取締役会を月１回以上開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項及び経営に関する重要

事項を決定することにしている他、監査役制度を採用し、取締役の職務執行並びに国内外の当社グ

ループ会社の業務内容や財務状況の監視を行っております。また、執行役員制度を導入しており、業務

執行に係る重要事項を役員会において審議、決定する体制をとっております。関連規定を定め、法令等

に沿った適時開示を行う体制を整備している他、投資家向け説明会を通して、当社グループの取組み

を直接投資家に説明することや、当社ホームページに最新の企業情報を開示することで、透明性の高

い経営をめざしております。

④ 基本方針に照らして不適切な者によって当社グループの財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組み

イ) 本対応方針の目的

当社は上場企業として当社株式の自由な売買を認めるべきであるとの考えから、ある特定の者か

ら大規模買付の提案がなされた場合、これを一概に否定するものではなく、あくまで個々の株主によ

り最終的に判断されるべきものと考えております。当社グループの財務及び事業の方針の決定を支配

する者を、当社自身が判断するということは考えておりません。

しかしながら、大規模買付の提案の中には、当社グループの本源的価値を適切に反映していない恐

れがあるものや、株主、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーの皆様との中長期的な良好な

関係が損なわれる恐れのあるものが無いとは言い切れません。また、当社グループの財務及び事業の

方針を支配する者は、当社グループの経営理念、企業文化、或いは将来のビジョンを理解・実践し、企

業価値・株主共同の利益の向上と社会的貢献に継続的に取組む責務を有するものであることを理解

しない者が現れないとも限りません。

従いまして、不適切な者によって当社グループの財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止する為にも、大規模買付行為がなされた場合には、それに応じるか否かを個々の株主が判断する

為の情報と時間を確保すること、当社の取締役会が株主の皆様に代替案を提示する為の情報と時間を

確保すること、そして透明性を確保する為に、大規模買付者からの情報、提案、当社取締役会からの意

見、提案を全て速やかに開示すること、等を大規模買付ルールとして制定することにより、個々の株主

が適切な判断を行える体制を整えることといたしました。

ロ) 大規模買付行為の定義

次のａ若しくはｂのいずれかに該当する行為（ただし、予め当社取締役会が承認したものを除き、

また市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません）、またはその可能性のある行為

を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。

ａ.当社が発行する株券等（※注１）に関する大規模買付者の株券等保有割合（※注２）が20％以

上となる当社株券等の買付行為。

ｂ.当社が発行する株券等（※注１）に関する大規模買付者、及びその特別関係者（※注３）の株

券等保有割合（※注４）の合計が20％以上となる当社株券等の買付行為。

（※注１）金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株式等をいう。

（※注２）金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいう。

（※注３）金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいう。

（※注４）金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等保有割合をいう。

ハ) 大規模買付ルールの制定

ａ. 意向表明書の提出

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず、当社取締役社長宛に、本件大規

模買付ルールを遵守する旨の誓約文書等を記載した意向表明書をご提出いただくこととします。

この意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、（国内）連絡先及び

提案する大規模買付行為の概要を明示していただきます。

なお、当社の取締役会は、大規模買付者から意向表明書を受領したことについて、速やかに情報

開示を行います。
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ｂ. 大規模買付者に対する情報提供要求

当社が上記意向表明書を受領して10営業日以内に、株主の皆様の判断及び取締役会としての意

見形成の為、当社取締役社長宛に提供していただく情報（以下「大規模買付情報」といいます）

のリストを大規模買付者に交付します。その項目の一部は以下の通りです。

1) 大規模買付者（組合・ファンドの場合は組合員、その他構成員を含みます）及びそのグ

ループの概要（具体的名称、資本構成、財務内容等を含みます）。

2) 大規模買付行為の目的、方法及び内容（買付対価の価格・種類・買付の時期、関連する取

引の仕組み、買付方法の適法性、買付実行の蓋然性等を含みます）。

3) 買付価格の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報

等）、及び買付資金の裏付け（実質的提供者を含む資金の提供者の具体的名前、調達方法、

関連する取引の内容を含みます）。

4) 大規模買付行為完了後に意図する当社経営方針、事業計画、配当政策、財政政策、資本政策、

資産活用等（当社に対し重要提案行為等を行う予定がある場合は、その具体的内容を含み

ます）。

5) 買付後の社員、取引先、顧客、その他の利害関係者の処遇方針。

6) 買付後の少数株主との利益相反回避策。

7) その他取締役会が合理的に必要と判断する情報。

ｃ. 大規模買付者情報の追加提供と情報開示について

当社取締役会は、大規模買付行為の提案があった事実及び提供された大規模買付情報につい

て、株主の皆様の判断の為に必要と認められる場合には、適切と判断する時点でその全部、若しく

は一部を開示するものといたします。

また、当初提供いただいた情報だけでは大規模買付情報として不足していると考えられる場

合、十分な大規模買付情報が揃うまで追加的に情報提供をしていただくことがあります。この場

合は、当社取締役会は、大規模買付者に対し、適宜回答期限を定めた上で、当社取締役会が追加で

必要とする情報及び必要な理由を通知するものとします。

ｄ. 評価期間

当社取締役会が十分な情報提供を受けたと判断した場合、60日（対価を円貨の現金のみとする

公開買付による全株式の買付の場合）、または90日（上記以外の大規模買付行為の場合）を取締

役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案の為の期間（以下「取締役会評価期間」とい

います）として与えられるべきものと考えます。取締役会評価期間中、取締役会はフィナンシャ

ルアドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント、その他社外の専門家等の助言を受けなが

ら、取締役会としての意見を慎重に取りまとめ、一般に公開いたします。また、取締役会が必要と

判断した場合には、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件の変更について交渉し、

取締役会として株主の皆様に代替案を提示することもあります。大規模買付行為は、係る取締役

会評価期間の経過後にのみ開始されるべきものといたします。

ニ) 大規模買付ルールが遵守されない場合の対応

当社の大規模買付ルールにつきましては、当社における手続きの透明性・客観性を高め、個々の株

主が適切な判断を行えるよう十分な情報を入手できる体制を整えることを目的としており、新株予約

権や新株の割当を用いた具体的な買収防衛策について定めるものではありません。

かかる大規模買付ルールが遵守されず、大規模買付行為がなされた場合、この手続き違反の事実の

みをもって直ちに新株予約権や新株の割当といった具体的な対抗処置を実施する予定はございませ

んが、善管注意義務を負う受託者として、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上に

資するよう、適切に対処していく所存であります。

ホ) 大規模買付ルールが遵守された場合であっても、大規模買付行為が当社グループの企業価値及び株

主共同の利益の確保・向上に反すると認められる場合の対応

以下ａ.からｈ.の類型に該当すると認められ、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上

に反すると当社取締役会が判断する場合には、当社取締役会は、適切な時点においてその判断を公開

し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するよう、適切に対処していく所存でありま

す。
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ａ. 真に当社グループの経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ、株価を吊り上げて高値

で株式を当社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買付を行っていると判断される場合（グ

リーンメーラー）。

ｂ. 当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの事業経営上必要な知的財産権、ノウハ

ウ、企業秘密、主要顧客等をそのグループ会社に委譲させることを目的で当社株式の買付を行っ

ていると判断される場合。

ｃ. 当社グループの経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務

の担保や弁済原資として、不当に流用する目的で当社株式の買付を行っていると判断される場

合。

ｄ. 当社グループの経営を一時的に支配して、当社グループの不動産や有価証券等の高額資産を売

却処分させ、その処分益をもって一時的な高配当をさせるなどで株価の急上昇を狙い、当社の株

式を売り抜ける目的で当社株式の買付を行っていると判断される場合。

ｅ. 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、株主の判断の機会または自由を制約し、事実

上、株主に当社株式の売却を強要する恐れがあると判断される場合。

ｆ. 大規模買付者による支配権取得により、株主、取引先、従業員等の当社グループステークホル

ダーの利益を含む当社グループの企業価値が著しく毀損すると予想されたり、当社グループの

企業価値の維持及び向上を著しく妨げる恐れがあると合理的な根拠をもって判断される場合。

ｇ. 大規模買付者の経営陣または主要株主に反社会勢力と関係する者が含まれている場合など、大

規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると判断される場合。

ｈ. その他、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上に明らかに反すると認められ

る場合。

⑤ 大規模買付ルールの改廃等

大規模買付ルールにつきましては、平成23年４月１日より発効することとし、有効期間は３年間とい

たします。ただし、当社は、有効期間中であっても、当該ルールについて随時再検討を行い、見直しする

ことがあるものといたします。

　
(3)   研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における研究開発費の総額は２億18百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあ

りません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 127,695,000

計 127,695,000

　

②【発行済株式】

　

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数 (株)

(平成24年６月30日)

提出日現在発行数 (株)

(平成24年８月７日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内  容

普通株式 39,511,728 39,511,728
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は1,000株
であります。

計 39,511,728 39,511,728 ― ―

（注）提出日現在発行数には、平成24年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は、含まれておりません。

　
　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

  平成24年４月１日～

  平成24年６月30日
－ 39,511,728－ 5,821 － 1,455

　
　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成24年３月31日)に基づく株主名簿による記

載をしております。

　
①  【発行済株式】

平成24年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　

－
単元株式数

1,000株  普通株式 1,416,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 38,008,00038,008 －

単元未満株式 普通株式 87,728 － －

発行済株式総数 　 39,511,728 － －

総株主の議決権 　 － 38,008 －

（注） １「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が15,000株

（議決権15個）が含まれております。

２「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式307株が含まれております。

　
　
②  【自己株式等】

平成24年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式） 神奈川県高座郡 　 　 　 　

河西工業株式会社 寒川町宮山3316 1,416,000 － 1,416,000 3.58

計 － 1,416,000 － 1,416,000 3.58

　
　
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

　
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月

１日から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受け

ております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,615 1,891

受取手形及び売掛金 22,281 27,032

製品 481 612

仕掛品 6,294 4,322

原材料及び貯蔵品 2,865 3,204

その他 4,043 4,104

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 38,581 41,166

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 25,819 26,536

減価償却累計額 △14,170 △14,631

減損損失累計額 △316 △316

建物及び構築物（純額） 11,331 11,588

機械装置及び運搬具 37,491 39,967

減価償却累計額 △29,170 △30,601

減損損失累計額 △23 △23

機械装置及び運搬具（純額） 8,297 9,342

工具、器具及び備品 18,098 18,696

減価償却累計額 △15,403 △15,631

減損損失累計額 △1 △1

工具、器具及び備品（純額） 2,692 3,063

土地 5,487 5,722

建設仮勘定 3,520 2,874

有形固定資産合計 31,329 32,593

無形固定資産 1,179 1,112

投資その他の資産

投資有価証券 5,123 4,812

その他 879 1,000

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 5,994 5,803

固定資産合計 38,503 39,508

資産合計 77,085 80,675
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,871 18,566

短期借入金 8,144 8,279

未払法人税等 929 445

賞与引当金 825 513

その他 8,303 9,274

流動負債合計 35,073 37,079

固定負債

長期借入金 14,604 14,238

退職給付引当金 2,580 2,589

その他 1,560 1,746

固定負債合計 18,745 18,574

負債合計 53,818 55,654

純資産の部

株主資本

資本金 5,821 5,821

資本剰余金 5,162 5,162

利益剰余金 15,256 15,828

自己株式 △456 △456

株主資本合計 25,784 26,355

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,450 1,142

為替換算調整勘定 △7,306 △6,431

その他の包括利益累計額合計 △5,855 △5,289

新株予約権 32 44

少数株主持分 3,305 3,910

純資産合計 23,266 25,021

負債純資産合計 77,085 80,675
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 27,354 36,633

売上原価 23,074 32,033

売上総利益 4,280 4,599

販売費及び一般管理費 2,519 3,043

営業利益 1,760 1,555

営業外収益

受取利息 15 26

受取配当金 25 39

為替差益 11 164

その他 65 140

営業外収益合計 117 370

営業外費用

支払利息 111 90

その他 2 2

営業外費用合計 114 92

経常利益 1,762 1,834

特別利益

固定資産売却益 1 0

特別利益合計 1 0

特別損失

固定資産売却損 1 4

固定資産除却損 5 5

投資有価証券評価損 － 5

特別損失合計 6 15

税金等調整前四半期純利益 1,758 1,818

法人税、住民税及び事業税 898 654

法人税等調整額 △178 △113

法人税等合計 720 541

少数株主損益調整前四半期純利益 1,038 1,277

少数株主利益 261 363

四半期純利益 777 914
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,038 1,277

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 74 △308

為替換算調整勘定 533 1,115

持分法適用会社に対する持分相当額 10 28

その他の包括利益合計 618 835

四半期包括利益 1,657 2,112

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,257 1,480

少数株主に係る四半期包括利益 400 632
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　
　
【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

（連結の範囲の重要な変更）

当第１四半期連結会計期間より、新たに設立した開封河西汽車飾件有限公司を連結の範囲に含めております。

 

　
　
【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　
　

【追加情報】

　

当第１四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

（連結納税制度の適用）

当社及び一部の連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しております。

 

　
　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。

　
　

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

　
　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりで

あります。
　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
  至  平成24年６月30日)

減価償却費 1,725百万円 1,463百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月24日
定時株主総会

普通株式 342 9.00平成23年３月31日 平成23年６月27日 利益剰余金

　
２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
　
Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月22日
定時株主総会

普通株式 342 9.00平成24年３月31日 平成24年６月25日 利益剰余金

　
２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日）

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）

　
報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

日本 北米 欧州 アジア 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 10,37511,5862,540 2,85227,354 － 27,354

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,112 － － 194 1,307△1,307 －

計 11,48811,5862,540 3,04628,662△1,30727,354

セグメント利益 81 852 342 534 1,810 △50 1,760

(注) １．セグメント利益の調整額△50百万円は、セグメント間取引消去であります。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　
　
Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）

　
報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

日本 北米 欧州 アジア 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 14,13215,6313,224 3,64436,633 － 36,633

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,257 0 － 207 3,465△3,465 －

計 17,39015,6323,224 3,85140,098△3,46536,633

セグメント利益又は損
失（△）

509 △54 420 676 1,552 3 1,555

(注) １．セグメント利益又は損失（△）の調整額３百万円は、セグメント間取引消去であります。

２. セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
  至  平成24年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 20円40銭 24円00銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 777 914

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 777 914

普通株式の期中平均株式数(株) 38,096,621 38,095,045
　

　
　 　

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。
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(重要な後発事象)

共通支配下の取引等

当社は、平成24年７月26日開催の取締役会において、当社の連結子会社である R-TEK Ltd.の全株

式を取得することについて決議いたしました。

　
(1)取引の概要

①結合当事企業の名称及びその事業内容

結合当事企業の名称      R-TEK Ltd.

事業の内容              自動車内装部品製造販売

②企業結合日

平成24年８月31日（予定）

③企業結合の法的形式

少数株主からの株式取得による完全子会社化

④結合後企業の名称

R-TEK Ltd.

⑤その他取引の概要に関する事項

欧州市場においても自動車メーカーの成長戦略に基づき生産量拡大が見込まれることを受け、

英国での事業基盤を強化してお客様のご要請に応えていくためにも、R-TEK Ltd.の全株式を取

得し、完全子会社化することにいたしました。

　
(2)実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年

12月26日）に基づき、共通支配下の取引等のうち、少数株主との取引として会計処理を行う予

定であります。

　
(3)子会社株式の追加取得に関する事項

①取得原価及びその内訳

現時点では確定しておりません。

②発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

　
　

２ 【その他】

該当事項はありません。

　
　

EDINET提出書類

河西工業株式会社(E02174)

四半期報告書

19/21



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　 　
　 　

　
　 平成24年７月31日

河西工業株式会社

取 締 役 会  御中

　

　 有限責任監査法人  トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    中  川  正  行       印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    石  上  卓  哉       印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    奥  津  佳  樹       印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている河西
工業株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平
成24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６
月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連
結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、河西工業株式会社及び連結子会社の平成24年
６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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